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各  位 

会 社 名 株式会社近鉄百貨店 

代表者名  代表取締役 

社長執行役員 髙 松 啓 二 

（コード番号８２４４ 東証第１部） 

問合せ先  総務部長   和 田 清 之 

（ＴＥＬ ０６－６６５５－７０６１） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 27 年４月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27

年５月 28 日開催予定の第 121 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

（１）当社グループの事業の現状に即し事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業

展開に備えるため、現行定款第２条に事業目的の追加および所要の変更を行うも

のであります。 

（２）取締役および監査役に広く適切な人材を招聘できる環境を整備し、取締役および

監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第 427 条の規定に基づ

き、定款に第 27 条および第 35 条として、業務執行取締役等でない取締役および

監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するととも

に、これに伴う条数の変更を行うものであります。 

なお、第 27 条の規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。 

（３）会社法改正に伴い、補欠監査役の予選の効力に関する定款規定（現行第 30 条）中

の根拠条文の項数を変更するものであります。 

 

２．変更の内容  

  変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程  

  定款変更のための株主総会開催日   平成 27 年５月 28 日（木曜日） 

  定款変更の効力発生日        平成 27 年５月 28 日（木曜日） 

                                   （以 上） 

 



別 紙 

（下線は変更部分） 

現行定款 変 更 案 

第２条（目的） 

 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１．百貨店業 

２．物品卸売業、輸出入業および製造

加工業 

３．～６．  （省 略） 

７．介護用品の販売業および賃貸業 

 

 

（新 設） 

 

 ８ ． ～ 21．  （省 略） 

    22．労働者派遣事業 

 

23．自動車燃料販売業 

（新 設） 

（新 設） 

 24．前各号に付帯関連する一切の事業 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 27 条 ～ 第 29 条   （ 省  略 ）  

 

第 30 条（補欠監査役の予選の効力） 

 会社法第 329 条第２項の規定に基づく

補欠の監査役の選任に係る決議の効力

は、当該決議後２年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の開始の時までとする。 

第２条（目的） 

    当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。    

１．   （現行どおり） 

 ２．物品小売業、物品卸売業、輸出入

業および製造加工業 

３．～６． （現行どおり） 

７．介護保険法に基づく特定福祉用具

販売および特定介護予防福祉用具

販売 

８．介護保険法に基づく福祉用具貸与

および介護予防福祉用具貸与 

９．～22． （現行どおり） 

23．労働者派遣事業、有料職業紹介事

業および教育研修事業 

24．    （現行どおり） 

 25．インターネット関連サービス 

 26．前払式特定取引業 

 27．   （現行どおり） 

 

第 27 条（取締役との責任限定契約） 

 当会社は、会社法第 427 条第１項の規

定に基づき、取締役（業務執行取締役等

であるものを除く。）との間に、会社法

第 423 条第１項の賠償責任を限定する

契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度

額は、法令が定める額とする。 

    

第 28 条 ～ 第 30 条  （ 現 行 ど お り ） 

 

第 31 条（補欠監査役の予選の効力） 

 会社法第 329 条第３項の規定に基づく

補欠の監査役の選任に係る決議の効力

は、当該決議後２年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の開始の時までとする。 



現行定款 変 更 案 

第 31 条 ～ 第 33 条   （ 省  略 ）  

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

第 34 条 ～ 第 37 条   （ 省  略 ）  

第 32 条 ～ 第 34 条  （ 現 行 ど お り ） 

 

第 35 条（監査役との責任限定契約） 

 当会社は、会社法第 427 条第１項の規

定に基づき、監査役との間に、会社法

第 423 条第１項の賠償責任を限定する

契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度

額は、法令が定める額とする。 

 

第 36 条 ～ 第 39 条  （ 現 行 ど お り ） 

 


